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(57)【要約】
【課題】光音響イメージングにより得られた画像を表示
する際に、ユーザーによる読影を良好に行えるようにす
る。
【解決手段】光が照射された被検体から発生する光音響
波に由来する光音響画像データを取得する光音響画像取
得部と、シミュレーション条件を設定する設定部と、設
定部により設定されたシミュレーション条件に対応する
シミュレーション画像データを取得する参照画像取得部
と、光音響画像データに基づく光音響画像と、シミュレ
ーション画像データに基づく参照画像とを表示部に表示
させる表示制御部を有する情報処理システムを用いる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光が照射された被検体から発生する光音響波に由来する光音響画像データを取得する光
音響画像取得部と、
　シミュレーション条件を設定する設定部と、
　前記設定部により設定された前記シミュレーション条件に対応するシミュレーション画
像データを取得する参照画像取得部と、
　前記光音響画像データに基づく光音響画像と、前記シミュレーション画像データに基づ
く参照画像とを表示部に表示させる表示制御部と、
を有することを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
　前記参照画像取得部は、前記設定部により設定された前記シミュレーション条件におい
て、吸収体モデルに光が照射された場合に発生する光音響波に由来する光音響画像データ
に基づく前記シミュレーション画像を取得する
ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理システム。
【請求項３】
　情報を指定できるように構成された入力部をさらに有し、
　前記設定部は、前記入力部により指定された前記情報に基づいて前記シミュレーション
条件を設定する
ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理システム。
【請求項４】
　前記吸収体モデルのパラメータを指定できるように構成された入力部をさらに有し、
　前記設定部は、前記入力部により指定された前記吸収体モデルのパラメータに基づいて
、前記シミュレーション条件を設定し、
　前記参照画像取得部は、前記シミュレーション条件で前記シミュレーション画像データ
を取得する
ことを特徴とする請求項３に記載の情報処理システム。
【請求項５】
　前記パラメータは、前記吸収体モデルの形状に関するパラメータを含む
ことを特徴とする請求項４に記載の情報処理システム。
【請求項６】
　前記形状に関するパラメータは、前記吸収体モデルの形状の種類、サイズ、配置角度を
含む
ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理システム。
【請求項７】
　前記光音響画像内の関心領域を指定できるように構成された入力部をさらに有し、
　前記設定部は、前記入力部により指定された前記関心領域内の画像に基づいて前記シミ
ュレーション条件を設定し、
　前記参照画像取得部は、前記シミュレーション条件で前記シミュレーション画像データ
を取得する
ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理システム。
【請求項８】
　前記設定部は、前記光音響画像データから特徴画像を抽出し、当該特徴画像に基づいて
前記シミュレーション条件を設定する
ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理システム。
【請求項９】
　前記設定部は、複数のシミュレーション条件を設定し、
　前記参照画像取得部は、前記複数のシミュレーション条件に対応する複数のシミュレー
ション画像データを取得し、
　前記表示制御部は、前記光音響画像と、前記複数のシミュレーション画像データに基づ
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く複数の参照画像とを前記表示部に表示させる
ことを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項１０】
　前記シミュレーション条件が保存されたメモリをさらに有し、
　前記設定部は、前記シミュレーション条件を前記メモリから読み出すことにより設定す
る
ことを特徴とする請求項１または２に記載の情報処理システム。
【請求項１１】
　複数の前記シミュレーション画像データが保存されたメモリをさらに有し、
　前記参照画像取得部は、前記設定部により設定された前記シミュレーション条件に対応
する前記シミュレーション画像データを、前記メモリに保存された前記複数のシミュレー
ション画像データの中から読み出すことにより取得する
ことを特徴とする請求項１ないし１０のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項１２】
　前記表示制御部は、前記光音響画像と前記参照画像を、隣接表示または重畳表示により
、前記表示部に表示させる
ことを特徴とする請求項１ないし１１のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項１３】
　光が照射された被検体から発生する光音響波に由来する光音響画像データを取得する光
音響画像取得部と、
　複数のシミュレーション条件に対応する複数のシミュレーション画像データを取得する
参照画像取得部と、
　前記複数のシミュレーション画像データと前記光音響画像データとの類似度を取得する
類似度取得部と、
　前記類似度が所定の数値範囲に含まれるか否かを判定する判定部と、
　前記光音響画像データに基づく光音響画像と、前記判定部により類似度が前記所定の数
値範囲に含まれると判定された前記シミュレーション画像データに対応する前記シミュレ
ーション条件と、を表示部に表示させる表示制御部と、
を有することを特徴とする情報処理システム。
【請求項１４】
　前記光音響画像内の関心領域を指定できるように構成された入力部をさらに有し、
　前記類似度の取得は、前記入力部により指定された前記関心領域内の前記光音響画像と
、前記複数のシミュレーション画像データとの類似度を取得する
ことを特徴とする請求項１３に記載の情報処理システム。
【請求項１５】
　光が照射された被検体から発生する光音響波に由来する光音響画像を表示する工程と、
　シミュレーションにより得られたシミュレーション画像データを表示する工程と、
を有することを特徴とする表示制御方法。
【請求項１６】
　シミュレーション条件の指定を受け付ける工程をさらに有し、
　前記シミュレーション画像データを表示する工程は、指定された前記シミュレーション
条件に対応するシミュレーション画像データを表示する工程を含む
ことを特徴とする請求項１５に記載の表示制御方法。
【請求項１７】
　光が照射された被検体から発生する光音響波に由来する光音響画像データに基づく光音
響画像を表示する工程と、
　前記光音響画像データに基づく光音響画像に対応する前記シミュレーション条件を表示
する工程と、
を有することを特徴とする表示制御方法。
【請求項１８】
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　前記光音響画像内の関心領域の指定を受け付ける工程をさらに有し、
　指定された前記関心領域内の前記光音響画像に対応する前記シミュレーション条件を表
示する
ことを特徴とする請求項１７に記載の表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理システムおよび表示制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光を用いたイメージング技術の一つとして、光音響イメージング技術がある。光音響イ
メージングでは、まず、光源から発生したパルス光が被検体に照射される。照射光は被検
体内で伝播・拡散する。被検体内の複数の箇所で光のエネルギーが吸収されると、光音響
効果により音響波（以降、光音響波と呼ぶ）が発生する。この光音響波を超音波探触子（
トランスデューサ）で受信し、処理装置内で受信信号を解析処理することで、被検体内部
の光学特性値に関する情報が画像データとして取得される（特許文献１）。これにより、
被検体内の光学特性値分布が可視化される。近年、光音響イメージングを用いて、小動物
の血管像をイメージングする前臨床研究や、この原理を乳がんなどの診断に応用する臨床
研究が積極的に進められている。
【０００３】
　また、超音波診断装置における臨床画像の表示技術として、適切な診断を助けるために
、装置で取得された超音波画像の近傍に参照画像を表示する技術がある。参照画像として
、過去に当該装置で取得された画像や、他モダリティによる診断画像などがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１３／０２１７９９５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　光音響イメージング装置によって可視化された光音響画像の形状は、観察対象（例えば
血管）の太さ、位置、角度等に依存して変化する。例えば、円柱形状を有する観察対象が
、空洞を有する円筒形状に可視化されたり、アーティファクトと呼ばれる虚像が可視化さ
れたりする。このようなイメージング特性は、探触子の帯域、配置、再構成手法、補正手
段などの装置特性に起因することが多い。これらのイメージング特性は直感的に理解しに
くいものが多いため、ユーザーによる読影を困難にしている。
【０００６】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものである。本発明の目的は、光音響イメージング
により得られた画像を表示する際に、ユーザーによる読影を良好に行えるようにすること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、以下の構成を採用する。すなわち、
　光が照射された被検体から発生する光音響波に由来する光音響画像データを取得する光
音響画像取得部と、
　シミュレーション条件を設定する設定部と、
　前記設定部により設定された前記シミュレーション条件に対応するシミュレーション画
像データを取得する参照画像取得部と、
　前記光音響画像データに基づく光音響画像と、前記シミュレーション画像データに基づ
く参照画像とを表示部に表示させる表示制御部と、
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を有することを特徴とする情報処理システムである。
【０００８】
　本発明はまた、以下の構成を採用する。すなわち、
　光が照射された被検体から発生する光音響波に由来する光音響画像データを取得する光
音響画像取得部と、
　複数のシミュレーション条件に対応する複数のシミュレーション画像データを取得する
参照画像取得部と、
　前記複数のシミュレーション画像データと前記光音響画像データとの類似度を取得する
類似度取得部と、
　前記類似度が所定の数値範囲に含まれるか否かを判定する判定部と、
　前記光音響画像データに基づく光音響画像と、前記判定部により類似度が前記所定の数
値範囲に含まれると判定された前記シミュレーション画像データに対応する前記シミュレ
ーション条件と、を表示部に表示させる表示制御部と、
を有することを特徴とする情報処理システムである。
【０００９】
　本発明はまた、以下の構成を採用する。すなわち、
　光が照射された被検体から発生する光音響波に由来する光音響画像を表示する工程と、
　シミュレーションにより得られたシミュレーション画像データを表示する工程と、
を有することを特徴とする表示制御方法である。
【００１０】
　本発明はまた、以下の構成を採用する。すなわち、
　光が照射された被検体から発生する光音響波に由来する光音響画像データに基づく光音
響画像を表示する工程と、
　前記光音響画像データに基づく光音響画像に対応する前記シミュレーション条件を表示
する工程と、
を有することを特徴とする表示制御方法である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、光音響イメージングにより得られた画像を表示する際に、ユーザーに
よる読影を良好に行えるようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態１の光音響イメージング装置の全体構成を示す模式図
【図２】実施形態１の処理を示すフローチャート
【図３】表示部の一例を示す図
【図４】実施形態２の光音響イメージング装置の全体構成を示す模式図
【図５】実施形態２の処理を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に図面を参照しつつ、本発明の好適な実施の形態について説明する。ただし、以下
に記載されている構成部品の寸法、材質、形状およびそれらの相対配置などは、発明が適
用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものである。よって、この発明
の範囲を以下の記載に限定する趣旨のものではない。
【００１４】
　本発明は、被検体から伝播する音響波を検出し、被検体内部の特性情報を生成し、取得
する技術に関する。よって本発明は、被検体情報取得装置またはその制御方法、あるいは
被検体情報取得方法や信号処理方法、あるいは情報処理システムとして捉えられる。本発
明はまた、これらの方法をＣＰＵやメモリ等のハードウェア資源を備える情報処理装置に
実行させるプログラムや、そのプログラムを格納した記憶媒体としても捉えられる。
【００１５】



(6) JP 2017-164198 A 2017.9.21

10

20

30

40

50

　本発明の被検体情報取得装置には、被検体に光（電磁波）を照射することにより被検体
内で発生した音響波を受信して、被検体の特性情報を画像データとして取得する光音響効
果を利用した装置を含む。この場合、特性情報とは、光音響波を受信することにより得ら
れる受信信号を用いて生成される、被検体内の複数位置のそれぞれに対応する特性値の情
報である。
【００１６】
　光音響測定により取得される特性情報は、光エネルギーの吸収率を反映した値である。
例えば、光照射によって生じた音響波の発生源、被検体内の初期音圧、あるいは初期音圧
から導かれる光エネルギー吸収密度や吸収係数、組織を構成する物質の濃度を含む。また
、物質濃度として酸化ヘモグロビン濃度と還元ヘモグロビン濃度を求めることにより、酸
素飽和度分布を算出できる。また、グルコース濃度、コラーゲン濃度、メラニン濃度、脂
肪や水の体積分率なども求められる。
【００１７】
　被検体内の各位置の特性情報に基づいて、二次元または三次元の特性情報分布が得られ
る。分布データは画像データとして生成され得る。特性情報は、数値データとしてではな
く、被検体内の各位置の分布情報として求めてもよい。すなわち、初期音圧分布、エネル
ギー吸収密度分布、吸収係数分布や酸素飽和度分布などの分布情報である。
【００１８】
　本発明でいう音響波とは、典型的には超音波であり、音波、音響波と呼ばれる弾性波を
含む。探触子等により音響波から変換された電気信号を音響信号とも呼ぶ。ただし、本明
細書における超音波または音響波という記載は、それらの弾性波の波長を限定する意図で
はない。光音響効果により発生した音響波は、光音響波または光超音波と呼ばれる。光音
響波に由来する電気信号を光音響信号とも呼ぶ。
【００１９】
　以下の実施形態では、光音響効果を用いて被検体情報を取得する光音響イメージング装
置について説明する。このような光音響イメージング装置は、人や動物などについて、血
管疾患や悪性腫瘍などの診断や、化学治療の経過観察などを主な目的とする。この場合、
被検体は生体の一部である。また、ファントムなどの非生物も測定対象となる。
【００２０】
　さらに本発明は、光音響イメージング装置によって取得された画像をメモリ等から取得
してユーザーに提示するための表示制御装置や、光音響画像をユーザーに提示する表示制
御方法としても捉えられる。
【００２１】
　＜第１の実施形態＞
　（システム構成）
　図１を参照しながら、本実施形態に係る光音響イメージング装置の概略構成と、各構成
要素の具体例を説明する。光音響イメージング装置は、光源１０１、照射部１０２、光音
響波受信部１０３、光音響波受信部１０３に備えられる複数の変換素子１０４、光音響波
受信部１０３を移動させる移動機構１０５、受信信号処理部１０６を備える。光音響イメ
ージング装置はさらに、光源１０１および移動機構１０５を制御するシステム制御部１０
７、受信信号を画像データに再構成する算出部１０８、シミュレーションによる画像デー
タを保存する記憶部１０９を備える。光音響イメージング装置はさらに、記憶部のデータ
から参照画像を生成する参照画像取得部１１０、表示部１１１、を少なくとも備える。こ
れにより被検体１１２の特性情報が取得される。なお、算出部１０８、記憶部１０９、参
照画像取得部１１０は、ＣＰＵと主記憶装置、および補助記憶装置を有する、独立したコ
ンピュータ１１３に含まれていてもよいし、専用に設計されたハードウェアであってもよ
い。典型的にはワークステーションなどが用いられる。
【００２２】
　（光源１０１）
　光源は、大出力を得るためレーザー光源であることが望ましい。ただし、発光ダイオー
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ドやフラッシュランプ等も利用できる。レーザーとしては、固体レーザー、ガスレーザー
、色素レーザー、半導体レーザーなど様々なものが使用できる。理想的には、出力が強く
連続的に波長を変えられる、Ｎｄ：ＹＡＧ励起のＴｉ:ｓａレーザーや、アレクサンドラ
イトレーザーを用いるとよい。また、異なる波長の単波長レーザーを複数有していてもよ
い。
【００２３】
　また、パルス光の波長は、被検体を構成する成分のうち特定の成分に吸収される特定の
波長であって、被検体内部まで光が伝搬する波長であることが望ましい。具体的には、被
検体が生体である場合、７００ｎｍ以上１１００ｎｍ以下であることが望ましい。
【００２４】
　また、光音響波を効果的に発生させるためには、被検体の熱特性に応じて十分短い時間
に光を照射させなければならない。被検体が生体である場合、光源から発生するパルス光
のパルス幅は１ナノから１００ナノ秒程度が好適である。以下、光源から発生するパルス
光を照射光と称する。
【００２５】
　（照射部１０２）
　照射部は、光源から出射したパルス光を被検体に導き、照射する手段である。照射部は
、照射光を所望の照射光分布形状に加工しながら被検体に導く。例えば、光を反射するミ
ラー、光を拡大するレンズ、光を拡散させる拡散板、光ファイバなどの導波路などを利用
できる。なお、被検体への安全性ならびに診断領域を広げられるという観点からは、光を
ある程度の面積に広げることが好ましい。
【００２６】
　（光音響波受信部１０３）
　光音響波受信部１０３は、複数の変換素子１０４が、ボウル状の支持体に配置された構
造である。各素子は、感度の高い方向（指向軸）が集まる高感度領域が形成されるように
配置される。複数の変換素子１０４は、３次元スパイラル状に並ぶように配置される。ま
た、複数の変換素子１０４は光音響波受信部１０３とともに移動し、被検体との相対位置
を変化させる。
【００２７】
　光音響測定のときは、光音響波受信部１０３と被検体１１２との間に音響伝達媒体（例
えば水、ひまし油）が配置される。また光音響イメージング装置は、被検体１１２を保持
する薄いカップ状の保持部材（不図示）を備えていてもよい。その場合、保持部材と被検
体１１２との間にも音響伝達媒体を配置することが好ましい。保持部材としては、光と音
響波に対する透過性の高い材質、例えばポリメチルペンテンなどが好適である。光音響波
受信部１０３の下部には、光源１０１から伝搬した光を被検体に照射する照射部１０２が
設けられている。ただし、照射部１０２を光音響波受信部１０３と別に設けてもよい。
【００２８】
　（変換素子１０４）
　変換素子１０４は、被検体内部で発生した音響波を検出し、電気信号に変換する手段で
ある。変換素子１０４は、探触子あるいは音響波検出器、トランスデューサとも呼ばれる
。生体から発生する音響波は、典型的には周波数１００ＫＨｚから１００ＭＨｚの超音波
である。そのため変換素子１０４には上記の周波数帯を検出できるものを用いる。具体的
には、チタン酸ジルコン酸鉛（ＰＺＴ）などの圧電現象を用いたトランスデューサ、光の
共振を用いたトランスデューサ、ＣＭＵＴ等の静電容量の変化を用いたトランスデューサ
などを利用できる。また、変換素子１０４は、感度が高く、周波数帯域が広いものが望ま
しい。
【００２９】
　（移動機構１０５）
　移動機構１０５は、光音響波受信部１０３を移動させることにより、複数の変換素子１
０４のそれぞれと被検体１０３との相対位置を変化させる。移動機構として、ステッピン
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グモーターやサーボモーターによる自動ステージを使用できる。走査機構１０５は、光音
響波受信部１０３を２次元スパイラル状の軌道で移動させるもの、直線状に移動させるも
の、３次元状に移動させるもの、いずれでもよい。
【００３０】
　（受信信号処理部１０６）
　受信信号処理部１０６は、得られた電気信号を増幅し、デジタル信号に変換する手段を
有している。具体的には、増幅器、Ａ／Ｄ変換器、ＦＰＧＡチップなどを有している。な
お、得られる受信信号が複数である場合は、同時に複数の信号を処理できることが望まし
い。これにより、画像生成時間を短縮できる。また、被検体に対して同じ位置で検出した
音響波信号を積算し、一つの信号にしてもよい。積算の方法は、信号同士の足し合わせ、
平均値の算出、重み付きの信号足し合わせのいずれでもよい。なお、本明細書における「
受信信号」とは、光音響波受信部から出力されるアナログ信号も、その後Ａ／Ｄ変換され
たデジタル信号も含む概念である。
【００３１】
　（算出部１０８）
　算出部１０８は、デジタル変換された信号を処理し、被検体内部の光学特性や形態情報
を表す画像を再構成する手段である。再構成の手法として、フーリエ変換法、ユニバーサ
ルバックプロジェクション法、フィルタードバックプロジェクション法、整相加算法など
、任意の手法を利用できる。被検体内部の特性情報は、３次元情報を取得する場合はボク
セルデータの集合として、２次元情報を取得する場合はピクセルデータの集合として取得
される。生成された画像は、光音響画像データとして表示部１１１に送信され、ユーザー
に提示される。算出部は、本発明の光音響画像取得部に相当する。
【００３２】
　（記憶部）
　記憶部１０９は、電気信号（受信信号）、画像データ、プログラムなどを記憶できる記
憶装置である。記憶部１０９としては、コンピュータ１１３が通常備える、ＲＯＭ、ＲＡ
Ｍ、ハードディスクなどのメモリを利用できる。
【００３３】
　（シミュレーション）
　記憶部１０９には、シミュレーション信号を元に再構成されたシミュレーション画像デ
ータが複数保存されている。シミュレーション画像データは、被検体に関する条件、光音
響イメージング装置の構造に基づく条件、測定条件などをキーとしてデータベース形式で
保存しておくことが好ましい。シミュレーション画像データの作成方法として、シミュレ
ーション信号を用いた画像再構成がある。シミュレーション信号は、光音響波イメージン
グ装置のハードウェア構成や表示データの作成手法に対応して計算された信号であり、変
換素子１０４から出力される受信信号を模擬した信号である。ここでいうハードウェア構
成とは、光音響波受信部１０３の変換素子数や走査範囲、変換素子サイズや周波数帯域な
どのことである。装置固有の特性を反映したシミュレーション信号を再構成して、シミュ
レーション画像データを算出する。
【００３４】
　シミュレーション画像データの算出方法について、より具体的な一例を挙げる。まず、
シミュレーションで画像化する吸収体モデルを設定する。吸収体モデルとして例えば、球
または円柱のような単純な形状や、血管構造を模したより複雑な形状や、腫瘍の周辺の新
生血管の形状などを設定できる。設定した吸収体モデルは複数の再構成単位（以下、ボク
セルについて述べるが、２次元の場合はピクセルが対象となる）に分割される。
【００３５】
　次に、吸収体モデルに含まれる複数のボクセルのそれぞれについて、当該ボクセルを初
期音源としたときの音響波の伝搬経路の長さや音速に基づいて、当該ボクセルから発生し
た音響波が変換素子１０４のそれぞれで受信されたときの受信信号を演算する。例えば、
各ボクセルを光が均一に吸収された球状音源と仮定し、解析解を用いることで、簡便に受
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信信号を計算できる。変換素子の特性（素子のサイズや受信帯域など）を考慮することが
望ましい。
【００３６】
　次に、演算された受信信号を用いて、音波を発生させた音源の位置に対応するボクセル
の特性情報（例えば初期音圧）を計算する。このときの画像再構成には、実際の光音響測
定と同じ手法を用いることが好ましい。これによりシミュレーション画像データが取得で
きる。なお、以上のように取得されたシミュレーション画像データと、実際の光音響測定
により再構成される光音響画像との整合性を確認し、必要に報じて補正を行うことが望ま
しい。生成された複数のシミュレーション画像データは記憶部に保存される。なお、被検
体の光音響画像の算出前に予め保存しても良いし、実際の被検体の光音響画像の確認後に
、その情報を用いたシミュレーション計算により画像データを生成、保存してもよい。さ
らに、演算能力によっては、パラメータやシミュレーション条件に応じて画像データを算
出してもよい。
【００３７】
　（参照画像取得部）
　参照画像取得部では、記憶部に保存されたシミュレーション画像を使用して、被検体の
実際の光音響画像の近傍に表示するための参照画像を生成する。参照画像は、ユーザーの
してなどにより設定された画像パラメータをもとに、記憶部から抽出した複数の画像を並
べたものである。ここで画像パラメータとは、吸収体モデル形状の種類、サイズ、位置（
光音響波受信部との相対距離）、角度、画像数、画像並べ順、などである。また、参照画
像は複数の画像を並べたものに限らず、一つのシミュレーション画像であっても良い。参
照画像として複数のシミュレーション画像を使用する場合、好適には、特定の画像パラメ
ータを少しずつ変化させた複数のシミュレーション画像が使用される。
【００３８】
　参照画像は、実際の光音響測定によって得られた光音響画像の読影を補助するために用
いられる。参照画像は装置特性を考慮したシミュレーション画像である。参照画像は、設
定した吸収体モデルが、当該装置の光音響画像としてどのように表示されるかを示す。ユ
ーザーは参照画像を見ることで、表示部に表示されている画像がどのような吸収体に由来
するかを総合的に判断できる。
【００３９】
　なお、被検体の実物や、人工的な吸収体を音源として埋め込まれたファントムに対して
実際の光音響測定を行い、その結果得られた受信信号を画像再構成して、測定条件ととも
に記憶部に保存してもよい。
【００４０】
　算出部１０８、記憶部１０９、参照画像取得部１１０は、例えばコンピュータ１１３の
機能モジュールとして実現できる。コンピュータ１１３は、ＣＰＵやＧＰＵなどのプロセ
ッサ、ＲＯＭやＲＡＭなどのメモリ、通信装置、ユーザーインタフェースなどの資源を備
え、プログラムの各ステップに従って動作する情報処理装置である。算出部１０８、記憶
部１０９、参照画像取得部１１０の各機能は、複数の装置を組み合わせて実現してもよい
。ユーザーインタフェースとしては、マウス、キーボード、タッチパネルなどの、ユーザ
ーが情報を入力する入力装置や、音声や画像による通知装置などがある。
【００４１】
　（表示制御部）
　コンピュータ１１３は、表示部１１１に画像を表示させる表示制御部として機能する。
表示制御部は、被検体を光音響測定して取得される光音響画像データに基づく光音響画像
を表示部に表示させる。表示制御部はまた、あるシミュレーション条件でのシミュレーシ
ョンによって、被検体内の吸収体を模した吸収体モデルに光が照射されたときに発生する
であろう光音響波に由来するシミュレーション画像データに基づく参照画像を、表示部に
表示させる。表示制御部はまた、シミュレーションに用いた吸収体モデルをシミュレーシ
ョンモデルとして表示部に表示させる。このような表示制御には、コンピュータが通常有
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する表示機能を利用できる。
【００４２】
　（表示部１１１）
　表示部１１１は、光音響測定により得られる光音響画像と、シミュレーションにより生
成された参照画像を表示する。表示部１１１として、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔ
ａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）、有機ＥＬディ
スプレイ、その他任意の表示装置を利用できる。なお、表示部は光音響イメージング装置
と一体であってもよいし、別々に提供されてもよい。
【００４３】
　＜＜光音響波の受信に関する処理＞＞
　図２（Ｂ）を参照して、光音響波の受信に関わる処理フローについて説明する。この処
理は、図２（Ａ）のステップＳ２０３で行割れる処理を詳細に説明するものである。
【００４４】
　まず、システム制御部１０７からの指示に従って移動機構１０５は、光音響波受信部１
０３ｗ所定の軌道で移動させる（ステップＳ２２１）。光源１０１は、システム制御部１
０７からの指示に従って所定の発光間隔で光を発生する（ステップＳ２２２）。光音響波
受信部１０３の移動中のあるタイミングにおいて光源１０１から発せられたパルス光は、
照射部１０２を伝わり被検体１１２に照射される。なお、光の伝搬速度は十分高速である
ため、光源１０１による発光時刻と光が被検体に照射される時刻とは同じ時刻として扱え
る。
【００４５】
　被検体内を伝播した光エネルギーの一部は、所定の波長を吸収する光吸収体（例えばへ
モグロビンを多く含む血管など）に吸収され、その光吸収体の熱膨張により光音響波が発
生する。光音響波受信部１０３は、この光音響波を受信して時系列の受信信号に変換する
（ステップＳ２２３）。なお、音響波の伝搬速度（音速）は光音響波受信部１０３の移動
速度に比べて十分に速い。よって、便宜上、ある変換素子が光音響波を受信する検出位置
は、その光音響波を発生させたパルス光が被検体１１２に照射されたタイミングに変換素
子がとる位置（存在する位置）と同じ位置として扱ってもよい。ただし、画像再構成のと
きに、パルス光が照射されてから光音響波が受信されるまで間の光音響波受信部１０３の
移動距離に基づく補正計算を行うことで、より精度の高い画像を生成できる。
【００４６】
　光源１０１は所定の周期で発光しており、光音響波受信部１０３は所定の速度で移動し
ているため、先の光照射時刻とは別の光照射時刻においては、変換素子１０４は、先の光
照射時刻における検出位置とは異なる検出位置で光音響波を受信する。各受信タイミング
において、複数の変換素子１０４から出力された受信信号は、受信信号処理部１０６に順
次入力される（Ｓ２２４）。受信信号処理部１０６は、受信信号の増幅及びＡＤ変換を行
い、デジタル化された受信信号を算出部１０８に送信する。なお、情報処理を後で行う場
合は、受信信号を記憶部に保存する。
【００４７】
　＜＜画像表示に関わる処理＞＞
　以下、図２（Ａ）および図３を用いて、本実施形態の画像表示までのフローを説明する
。図２は、光音響画像と参照画像の表示方法を表すフローチャートである。図３は表示部
１１１の一例を示した図である。
【００４８】
　ステップＳ２０１は、シミュレーションにより模擬受信信号を生成する工程である。こ
の工程では変換素子形状、変換素子の感度周波数特性、変換素子の位置情報、などの装置
特性を考慮したシミュレーションにより、実際の変換素子が受信して出力する受信信号を
模擬したシミュレーション信号を生成する。この工程は複数種類の吸収体モデルを想定し
て複数回行われる。
【００４９】
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　ステップＳ２０２は、模擬受信信号を再構成して模擬光音響画像データ（シミュレーシ
ョン画像データ）を生成し、データベース化する工程である。これにより、吸収体モデル
の光学特性や形態情報を表す光音響画像データを取得できる。この工程は複数の吸収体モ
デルを想定した複数回の模擬受信信号に対応して複数回行われる。ステップＳ２０１～Ｓ
２０２は計算に時間を要するため、被検体の計測前に予め実施することが好ましい。
【００５０】
　ステップＳ２０３は、図２（Ｂ）の説明で述べたように、被検体の光音響信号を受信し
、デジタル化した受信信号を算出部へ送信する工程である。続くステップＳ２０４は、受
信信号を光音響画像データに再構成する工程である。この工程では、算出部において、受
信信号処理部から受け取ったデジタル受信信号を画像再構成して、被検体内部の光学特性
や形態情報を表す光音響画像データを生成し、表示部に送信する。ステップＳ２０５は、
光音響画像データを表示部に表示する工程である。この工程では、算出部から受け取った
被検体情報である光音響画像データを表示部に表示する。ここでは被検体内部に存在する
光吸収体としての血管などの形状が表示される。
【００５１】
　図３は表示部の表示例である。表示画面３００には、生成された光音響画像データに基
づく画像を表示する光音響画像表示部３０１のほかに、参照画像条件表示部３０２、参照
画像表示部３０３、シミュレーションモデル表示部３０５が含まれる。
【００５２】
　ステップＳ２０６は、表示させる参照画像の条件を指定する工程である。この工程では
、光音響画像表示部３０１に表示された光音響画像内で、特に注目する箇所に対応する参
照画像を決定するために必要なパラメータが指定される。指定方法は例えば、入力部を用
いたユーザーによる手動入力である。参照画像を決定するために必要なパラメータとは、
形状の種類、サイズ、位置（センサとの相対距離）、角度、画像数、画像並べ順、などで
ある。ここで入力したパラメータは参照画像条件表示部３０２に表示される。
【００５３】
　以下、参照画像の生成について具体的な例を挙げて説明する。ここでは一例として図３
に示す光音響画像表示部３０１に表示された光音響画像の中で、関心領域３０４の血管に
注目した場合を説明する。注目した血管画像と比較するための参照画像を表示するために
、まず形状の種類を指定する。形状の種類として、球、円柱、曲率を持つ円柱、分岐構造
、またこれらの組み合わせなどが用意されている。他にも、光音響イメージング装置で画
像化されるターゲットの形状を判断するために有用であれば、どんな形状を用いてもよい
。ここでは直線状血管との比較を行うため、円柱形状を指定する。
【００５４】
　次に、円柱の直径、長さ、お椀状センサに対する位置、傾き角度を指定する。特定のパ
ラメータを少しずつ変化させた複数のシミュレーション画像からなる参照画像を表示させ
る場合、変化させたいパラメータとその範囲を指定する。変化させるパラメータの範囲は
ユーザーが指定してもよいし、参照画像取得部が予めデフォルト値として有する変化範囲
を自動で設定してもよい。指定した参照画像指定パラメータは参照画像条件表示部３０２
に表示される。ここでは、直径２ｍｍ、長さ６０ｍｍの円柱形状を指定する。変化させる
パラメータは直径と角度とする。直径の変化範囲は１ｍｍから３ｍｍまで１ｍｍ刻みで３
種類、角度の変化範囲は３０°から６０°まで１５°刻みで３種類を指定する。
【００５５】
　ステップＳ２０７は、シミュレーション画像データベースから参照用画像を抽出・再配
置する工程である。この工程では、参照画像取得部において、Ｓ２０６で指定した参照画
像表示のためのパラメータに応じたシミュレーション条件が設定され、画像データベース
から当該シミュレーション条件に応じたシミュレーション画像が抽出される。このとき、
参照画像取得部は本発明の設定部として機能する。そして、指定された条件の参照画像が
生成され、順番に画面に配置される。ここではＳ２０６において直径と角度がそれぞれ３
種類ずつ指定されたため、９種類のシミュレーション画像がデータベースから抽出され、



(12) JP 2017-164198 A 2017.9.21

10

20

30

40

50

参照画像となる。また本実施例では、シミュレーション画像に対応する吸収体モデルの画
像も抽出され、シミュレーションモデル画像となる。
【００５６】
　ステップＳ２０８は、Ｓ２０５で表示された光音響画像の近傍に、Ｓ２０５で生成した
参照画像を表示する工程である。参照画像は、図中右上の参照画像表示部３０３に表示さ
れる。またこのときのシミュレーション画像に対応する吸収体モデルは、図中右下のシミ
ュレーションモデル表示部３０５に表示される。参照画像を変更したい場合は、工程Ｓ２
０６に戻ってパラメータを再設定すればよい。なお、各画像の表示方法は、隣接表示に限
られない。例えば、光音響画像に参照画像を重畳表示してもよい。また、両者を別のディ
スプレイに表示してもよい。
【００５７】
　ステップＳ２０９は、光音響画像表示部３０１に表示される光音響画像と参照画像表示
部３０３に表示される参照画像群を用いて読影する工程である。図３に示すように、関心
領域３０４の血管に近い条件の複数の参照画像が、参照画像表示部３０３に表示されてい
る。これらの参照画像は、装置システム特性を反映したシミュレーション信号を再構成し
て取得されている。したがって、指定した吸収体モデルが当該装置でどのように表示され
るかが明確になる。ユーザーは、参照画像および吸収体モデルと、関心領域を比較するこ
とで、被検体形状を正しく判断できる。なお、ユーザーが画像を目視するのではなく、情
報処理装置が光音響画像データと参照画像データ群に基づく自動認識を行ってもよい。
【００５８】
　ここで、図３の関心領域３０４のように、実測された注目血管の両側に、注目血管に伴
走するように比較的強度の低い線が見られたとする。参照画像が無い場合、ユーザーはこ
の線を血管だと判断する可能性がある。しかし、参照画像表示部３０３に表示される参照
画像を参照することによって、特定直径の特定角度において、円柱吸収体に伴走する虚像
が画像化されることが分かる。これは装置センサの素子配置に起因するアーティファクト
である。ユーザーがこのようなアーティファクトの出現パターンを全て把握しておくこと
は困難である。しかし、実測された光音響画像の近傍に参照画像を表示することで、装置
特性を加味した、より総合的な読影判断が可能となる。
【００５９】
　＜第２の実施形態＞
　以下、第２の実施形態の被検体情報取得装置の処理について説明する。本実施形態の光
音響イメージング装置の構成は、基本的に実施形態１と同様である。以下、実施形態１と
の相違点を中心に説明する。
【００６０】
　図４に、本実施形態の装置構成を示す。実施形態１では、光音響画像を見たユーザーが
、関心領域や参照画像パラメータを指定した。いっぽう本実施形態では、算出部で算出さ
れた光音響画像データは画像情報取得部４０１に送信され、画像情報取得部４０１におい
て参照画像の指定パラメータが決定される。
【００６１】
　図５は、本実施形態の画像表示に関する処理フローを表す図である。ステップＳ５０１
からＳ５０５までは、実施形態１のＳ２０１からＳ２０５までの処理と同じである。ステ
ップＳ５０６は、装置で取得された光音響画像から関心領域を指定する工程である。図３
に示すように光音響画像表示部３０１に表示される光音響画像のなかから注目する観察対
象が含まれる関心領域３０４を指定する。関心領域は、マウスやキーボード等の入力部に
より指定される。また、コンピュータ１１３が自動的に関心領域を抽出してもよい。ある
いは、コンピュータ１１３が自動的に特徴画像を抽出してもよい。
【００６２】
　ステップＳ５０７は、画像処理取得部４０１が関心領域内の画像情報を取得する工程で
ある。この工程では、特徴検出や閾値処理等の画像処理手法により、関心領域内から特徴
画像が抽出され、当該特徴画像の形状情報が取得される。図３の例では、形状の種類が円
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柱であること、円柱の位置、直径および長さなどのサイズ、配置角度、などの形状情報が
取得される。ここでは例えば、円柱の直径が２ｍｍ、角度が４５°という形状情報が取得
される。ここで形状情報とは、位置情報や配置情報も含む概念である。
【００６３】
　ステップＳ５０８は、参照画像を指定するためのパラメータを決定する工程である。取
得された形状情報をもとに、参照画像取得部が参照画像パラメータを決定する。ここでは
、円柱の直径、角度などのパラメータに基づき決定がなされる。好適には、当該パラメー
タの近傍値が決定される。ここでの元のパラメータとして、入力部経由で指定された値が
利用できる。近傍値として例えば、予め所定の間隔で設定された複数の選択肢の中から、
指定された値の付近の値を選択する方法がある。なお、近傍値の個数は限定されない。
【００６４】
　ステップＳ５０９からＳ５１１は、実施形態１のＳ２０７からＳ２０９までの処理と同
じである。すなわち、Ｓ５０８で決定された参照画像パラメータに従って、シミュレーシ
ョン画像データベースから参照画像が抽出・再配置により生成され、装置で取得した光音
響画像の近傍に表示される。ユーザーは参照画像を参照しながら読影を行う。
【００６５】
　なお、画像情報取得部４０１によって取得された形状情報をもとに生成された参照画像
を表示した後に、参照画像パラメータを変更して、再度、異なる参照画像を生成、表示し
ても良い。また、コンピュータ１１３が、参照画像それぞれについて、関心領域内の吸収
体形状との対応度を算出して表示してもよい。また、コンピュータ１１３が、参照画像の
中から関心領域内の吸収体に最も近い画像を選択して提示してもよい。また、コンピュー
タ１１３が、実際の吸収体に最も近いシミュレーションモデルを提示してもよい。
【００６６】
　以上説明したように、本実施形態に係る光音響イメージング装置によれば、装置受信信
号による光音響画像の近傍にシミュレーション画像を参照画像として表示することで、装
置特性を加味した、より総合的な読影判断が可能となる。
【００６７】
　（変形例）
　表示部には、必ずしもシミュレーション画像や吸収体モデルの画像を表示しなくてもよ
い。例えば、コンピュータが指定された関心領域においてどのような吸収体が存在するか
を算出し、その吸収体の形状情報を文字情報や数字として表示部に表示させてもよい。
【００６８】
　また、コンピュータが特徴画像を抽出し、当該特徴画像と、メモリから複数取得された
シミュレーション画像それぞれとの類似度を取得してもよい。この場合、表示制御部が、
類似度が高いと判定されたシミュレーション画像に対応するシミュレーション条件やパラ
メータを表示部に表示させることで、ユーザーによる読影を補助できる。類似度取得には
、特徴量抽出やエッジ検出など既知の画像認識技術を利用できる。このときコンピュータ
は、本発明の類似度取得部として機能する。コンピュータはまた、本発明の判定部として
機能する。すなわち、コンピュータは、類似度が所定の数値範囲に含まれるか否かを判定
する。そして、判定部により類似度が所定の数値範囲に含まれると判定されたシミュレー
ション画像データに対応するシミュレーション条件が表示部に表示される。
【００６９】
　以上述べたように、本発明によれば、装置特有のイメージング特性に基づいたシミュレ
ーション画像を、観察対象画像の近傍に参照画像として表示できる。ユーザーが参照画像
を観察対象画像の信頼度の指標として用いて読影することで、装置特性を加味した、より
総合的な判断が可能となる。
【００７０】
　＜その他の実施形態＞
　記憶装置に記録されたプログラムを読み込み実行することで前述した実施形態の機能を
実現するシステムや装置のコンピュータ（又はＣＰＵ、ＭＰＵ等のデバイス）によっても
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、本発明を実施することができる。また、例えば、記憶装置に記録されたプログラムを読
み込み実行することで前述した実施形態の機能を実現するシステムや装置のコンピュータ
によって実行されるステップからなる方法によっても、本発明を実施することができる。
また、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。こ
の目的のために、上記プログラムは、例えば、ネットワークを通じて、又は、上記記憶装
置となり得る様々なタイプの記録媒体（つまり、非一時的にデータを保持するコンピュー
タ読取可能な記録媒体）から、上記コンピュータに提供される。したがって、上記コンピ
ュータ（ＣＰＵ、ＭＰＵ等のデバイスを含む）、上記方法、上記プログラム（プログラム
コード、プログラムプロダクトを含む）、上記プログラムを非一時的に保持するコンピュ
ータ読取可能な記録媒体は、いずれも本発明の範疇に含まれる。
【符号の説明】
【００７１】
　１０８：算出部、１１０：参照画像取得部、１１３：コンピュータ

【図１】 【図２】
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